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答 申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した東京都愛の手帳交付

要綱（昭和４２年３月２０日付４２民児精発第５８号。以下「都要綱」とい

う。）５条１項及び２項の規定に基づく愛の手帳の交付決定処分のうち、障

害程度の区分認定に係る審査請求について、審査庁から諮問があったので、

次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

   本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、東京都知事（以下「処分庁」という。）が

請求人に対し、交付の日付を令和６年１０月１７日として行った愛の

手帳の交付決定処分のうち、都要綱別表第１「知的障害（愛の手帳）

総合判定基準表」（別紙１。以下「総合判定基準表」という。）にお

ける障害程度の区分（以下「障害の度数」という。）を、総合判定３

度と認定した部分（以下「本件処分」という。）について、２度への

変更を求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね以下のとおり、本件処分の違法性・不当性を主

張する。 

本件診断書には２度と書いてあるから、本件処分は違法・不当であ

る。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 
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令和７年 ４月２８日 諮問 

令和７年 ７月２３日 審議（第１０２回第４部会） 

令和７年 ８月 ８日 審議（第１０３回第４部会） 

令和７年 ９月１２日 審議（第１０４回第４部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 都要綱等の定め 

⑴ 都要綱１条は、この要綱は、知的障害者、知的障害児（以下「知

的障害者」と総称する。）の保護及び自立更生の援助を図るととも

に、知的障害者に対する社会の理解と協力を深めるため、知的障害

者に「愛の手帳」を交付し、もって知的障害者の福祉の増進に資す

ることを目的とするとし、都要綱２条１項は、愛の手帳は、東京都

内に住所又は居所を有する者で東京都児童相談所条例により設置し

た児童相談所又は東京都心身障害者福祉センター条例により設置し

た東京都心身障害者福祉センターにおいて、知的障害と判定された

者に対して交付するとしている。 

⑵ 都要綱３条１項は、愛の手帳の交付を受けようとする知的障害者

又はその保護者は、愛の手帳交付申請書（以下「申請書」という。）

に当該知的障害者の写真を添え、その者が１８歳未満の場合にあっ

ては、児童相談所を判定機関とし、判定機関の長を経由して、処分

庁に申請しなければならないとしている。 

同条４項及び４条は、申請書を受理した児童相談所長は、都要綱別

表１「知的障害（愛の手帳）総合判定基準表」（別紙３。以下「総合

判定基準表」という。）及び当該知的障害者が６歳までの就学前であ

る場合は都要綱別表２「知的障害（愛の手帳）判定基準表（０歳～６

歳 就学前）」（別紙４。以下「個別判定基準表」という。）に基づ

いて判定を行い、その結果に基づき判定書を作成し、申請書に判定書

を添付して知事に進達しなければならないとしている。 

⑶ 都要綱５条１項は、処分庁は申請書及び判定書により愛の手帳の

交付の可否を決定するものとし、同条２項は、上記により障害の度

数１度から４度までに該当すると認めたときは、判定機関の長を経

由して愛の手帳を交付するものとしている。 
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なお、総合判定基準表によれば、障害の度数について、「各種の診

断の結果、知的障害の程度が処遇上「重度」と判定され、またプロフ

ィールがおおむね「２」程度のものに該当するもの」が２度（重度）、

「各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「中度」と判定され、

またプロフィールがおおむね「３」程度のものに該当するもの」が３

度（中度）とされている。 

⑷ 都要綱１２条に基づいて定められた東京都愛の手帳交付要綱実施

細目（昭和４２年３月２０日付４２民児精発第５８号。以下「実施

細目」という。）の４・⑵は、知的障害の判定に係る知的障害の有

無、障害の程度等については、医学的、心理学的、社会診断的見地

から、最終的に総合判定に基づいて決定することとし、また、実施

細目の４・⑷は、程度別総合判定を行うに当たっては、判定書に記

載されたプロフィールを参考として行うものとしている。 

２ 請求人の知的障害に係る総合判定について 

次に、本件所長が作成した本件判定書等の記載内容を前提に、本件

処分に違法又は不当な点がないかどうか、以下、検討する。 

⑴ 個別判定基準表によるプロフィール 

ア 「知能測定値」について 

本件診断書記載の遠城寺式発達検査による発達指数は、ＤＱ４７

とされている。これは運動面の発達（移動運動及び手の運動）を含

むものであって、運動面の発達を除いた４領域（基本的習慣ＤＱ５

２、発語ＤＱ２２、対人関係ＤＱ４０及び言語理解ＤＱ３５）での

発達指数はＤＱ３７となる。 

以上により、個別判定基準表における「知能指数及びそれに該当

する指数がおおむね３５～４９」（３度（中度））の区分に相当す

るものとして、程度「３」と判定されている。 

イ 「運動」について 

本件診断書記載の遠城寺式発達検査において、移動運動はＤＱ７

３、手の運動はＤＱ６０とされ、受付票には、粗大運動として、走

る、階段の昇降、ジャンプができる、微細運動として、ファスナー

ができると記載されている。 

以上により、個別判定基準表における「運動機能の発達はおおむ

ね年齢相応」（４度（軽度））の区分に相当するものとして、程度

「４」と判定されている。 
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ウ 「社会性」について 

本件診断書記載の遠城寺式発達検査において、対人関係はＤＱ４

０とされ、受付票には、友達と一緒に遊ぶよりひとりで遊ぶことが

多いが、大人とはボール遊びでテーブルをはさんでコロコロパスし

たりすることができる旨が記載されている。 

以上により、個別判定基準表における「対人関係の理解及び集団

的行動がある程度可能」（３度（中度））の区分に相当するものと

して、程度「３」と判定されている。 

エ 「意思疎通」について 

本件診断書記載の遠城寺式発達検査において、発語はＤＱ２２、

言語理解はＤＱ３５とされ、受付票には、発語は喃語、日常の簡単

な言葉の理解はできる旨が記載されている。 

以上により、個別判定基準表における「言語が未発達なため、意

思疎通が一部不可能」（３度（中度））の区分に相当するものとし

て、程度「３」と判定されている。 

オ 「身体的健康」について 

本件診断書には、請求人は２歳○○か月時に自閉スペクトラム症

と知的障害と診断された旨が記載され（別紙１・⑸・ア）、母から、

現在服薬はしていないことが聴取されている。 

以上により、個別判定基準表における「健康であり、注意を必要

としない。」（４度（軽度））の区分に相当するものとして、程度

「４」と判定されている。 

カ 「基本的生活」について 

本件診断書記載の遠城寺式発達検査において、基本的習慣はＤＱ

５２とされ、母から聞き取った内容及び受付票により、排泄は時間

でトイレに誘導するがオムツを使用し、食事は、スプーン、フォー

クを使いたまに手づかみ、着替えはパンツの着脱はでき、ボタンの

ない服は脱げるが上着を着るときには手伝いが必要なことを確認し

ている。 

以上により、個別判定基準表における「部分的介助と見守りが必

要」（３度（中度））の区分に相当するものとして、程度「３」と

判定されている。 

キ 小括 

以上のとおり、本件判定書のプロフィール欄は、２度（重度）と
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された項目はなく、６項目のうち、４項目が３度（中度）、２項目

が４度（軽度）と判定されている。 

プロフィールの各項目における障害の程度の判定は、本件申請書

類、母から聞き取った内容及び作成医師から得た回答を検討した上

でなされたものと認められ、各項目の判定結果を個別判定基準表に

照らすと、○○児童相談所における専門的見地からの判断は合理性

のあるものと認められ、誤りを指摘することはできない。 

そうすると、本件判定書に記載されたプロフィールによる判定は、

全体としては、３度と判断するのが相当である。 

⑵ 医学的所見、心理学的所見及び社会診断所見等 

医学的所見欄には「中度精神遅滞」と、心理学的所見欄には「ＣＡ

３：７ ＭＡ ＤＡ１：８ ＩＱ ＤＱ４７（遠城寺式）」と、社会

診断所見欄には「発達に応じた社会的支援が必要」と、愛の手帳の程

度認定の欄には「３度（中度）」とそれぞれ記載されている。 

⑶ 総合判定 

上記⑴及び⑵の記載内容を総合して判定すると、請求人の障害の程

度は、総合判定基準表（別紙３）における「各種の診断の結果、知的

障害の程度が処遇上「中度」と判定され、またプロフィールがおおむ

ね「３」程度のものに該当するもの」に該当するものとして、障害の

度数は総合判定３度（中度）であると判定するのが相当であり、本件

処分に、違法又は不当な点があるとは認められない。 

３ 請求人の主張について 

請求人は、第３のとおり、本件診断書に２度と記載されていること

を本件処分の取消理由として主張する。 

しかし、前述（１・⑵及び⑶）のとおり、愛の手帳における障害の

程度の認定は、申請書及び判定書の内容を総合的に判定して決定され

るものと解すべきであり、本件申請書類に含まれる本件診断書と本件

判定書との差異が直ちに総合判定の違法性を導き出すものではない。 

処分庁は、本件申請書類に加え、母からの聴取内容及び作成医師か

ら得た回答を基に作成した本件判定書によって総合的に判定したので

あって、請求人の障害の程度は、総合判定基準表及び個別判定基準表

に照らして「３度」と判定するのが相当であるから、請求人の主張を

もって本件処分が違法又は不当なものであるということはできない。 

４ 上記以外の違法性又は不当性の検討について 
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その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われ

ているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

原道子、井上裕明、横田明美 

 

別紙１ないし別紙４（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


